
 

 

〇
金
融
庁
告
示
第
九
十
九
号 

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第

五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
者
を
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

 
 

一
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
二
号 

株
式
会
社
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
一
号 

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
備
後
町
二
丁
目
二
番
一
号 

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号 



 

 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
銀
行 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

楽
天
銀
行
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
五
号 

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
銀
行 

東
京
都
品
川
区
大
崎
二
丁
目
一
番
一
号 

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号 

株
式
会
社
常
陽
銀
行 

茨
城
県
水
戸
市
南
町
二
丁
目
五
番
五
号 

株
式
会
社
千
葉
銀
行 
千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
千
葉
港
一
番
二
号 

株
式
会
社
横
浜
銀
行 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
三
丁
目
一
番
一
号 

株
式
会
社
静
岡
銀
行 

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
呉
服
町
一
丁
目
十
番
地 

株
式
会
社
福
岡
銀
行 

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
二
丁
目
十
三
番
一
号 

株
式
会
社
北
洋
銀
行 

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
三
丁
目
七
番
地 

株
式
会
社
埼
玉
り
そ
な
銀
行 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
七
丁
目
四
番
一
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

銀
行
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
銀
行
業 



 

 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

二
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

信
金
中
央
金
庫 

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
三
番
七
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

信
用
金
庫
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
も
の 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

三
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会 

東
京
都
中
央
区
京
橋
一
丁
目
九
番
五
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
（
会
員
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
部
分

に
限
る

。
）

に
係
る
部
分
に
限
る

。）

及
び
第
六
項
（
第
一
号
（
同
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号



 

 

及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。）

に
係
る
部
分
に
限
る

。）

の
規
定
に
基
づ
き
行
う
も
の 

㈢ 
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

四
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
メ
ル
ペ
イ 

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
十
番
一
号 

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

五
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

ア
フ
ラ
ッ
ク
生
命
保
険
株
式
会
社 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号 

株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号 



 

 

住
友
生
命
保
険
相
互
会
社 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
城
見
一
丁
目
四
番
三
十
五
号 

第
一
生
命
保
険
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
十
三
番
一
号 

日
本
生
命
保
険
相
互
会
社 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
三
丁
目
五
番
十
二
号 

明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
一
号 

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社 

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
十
八
番
一
号 

損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
十
六
番
一
号 

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
六
番
四
号 

三
井
住
友
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社 
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
九
番
地 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

保
険
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

六
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 



 

 

株
式
会
社
東
京
証
券
取
引
所 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
二
番
一
号 

株
式
会
社
大
阪
取
引
所 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
一
丁
目
八
番
十
六
号 

株
式
会
社
東
京
金
融
取
引
所 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
の
業
務
を
行
う
事
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

七
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
日
本
証
券
ク
リ
ア
リ
ン
グ
機
構 
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
二
番
一
号 

株
式
会
社
ほ
ふ
り
ク
リ
ア
リ
ン
グ 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
七
番
一
号 

株
式
会
社
東
京
金
融
取
引
所 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業 



 

 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

八
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券 

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号 

み
ず
ほ
証
券
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
一
号 

大
和
証
券
株
式
会
社 
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
一
号 

野
村
證
券
株
式
会
社 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
十
三
番
一
号 

楽
天
証
券
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
六
番
二
十
一
号 

Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
日
興
証
券
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
三
番
一
号 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
九
番
二
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 



 

 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

九
㈠ 
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
日
本
カ
ス
ト
デ
ィ
銀
行 

東
京
都
中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
二
号 

日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
十
一
番
三
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

信
託
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

十
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

一
般
社
団
法
人
全
国
銀
行
資
金
決
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
一
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
資
金
清
算
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 



 

 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

十
一
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
・
カ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
四
番
地
五 

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
（
同
法
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く

。）

の
発
行
の
業
務
を
行
う
事
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 


